
  

1 

○
有
線
電
気
通
信
設
備
令
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
郵
政
省
令
第
二
号
） 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 
 
 

行 

（
通
信
回
線
の
電
力
） 

第
三
条 

令
第
四
条
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。 

一 

通
信
回
線
が
、
ラ
ジ
オ
放
送
を
行
う
た
め
の
有
線
電
気
通
信
設
備
（
音

声
周
波
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
電
力
が

最
大
音
量
に
お
い
て
五
〇
ワ
ツ
ト
（
同
一
の
支
持
物
に
よ
つ
て
支
持
さ
れ

る
二
以
上
の
通
信
回
線
に
あ
つ
て
は
、
電
力
の
合
計
が
最
大
音
量
に
お
い

て
五
〇
ワ
ツ
ト
）
以
下
で
あ
る
と
き
。 

二
・
三 

（
略
） 

 

（
通
信
回
線
の
電
力
） 

第
三
条 

令
第
四
条
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。 

一 

通
信
回
線
が
、
音
声
周
波
を
使
用
す
る
有
線
ラ
ジ
オ
放
送
設
備
の
も
の

で
あ
つ
て
、
そ
の
電
力
が
最
大
音
量
に
お
い
て
五
〇
ワ
ツ
ト
（
同
一
の
支

持
物
に
よ
つ
て
支
持
さ
れ
る
二
以
上
の
通
信
回
線
に
あ
つ
て
は
、
電
力
の

合
計
が
最
大
音
量
に
お
い
て
五
〇
ワ
ツ
ト
）
以
下
で
あ
る
と
き
。 

 

二
・
三 

（
同
上
） 

   


